
イ 施設の確認に当たり、対象とする施設や頻度を定め、確認結果の具体的な記録を作成す
ることの重要性の理解が十分でなかったこと、また、委託後施設の確認結果を港湾管理者
と共有できる体制を整備していなかったこと
ウ 臨場の必要性の検討が十分でなく、臨場の実施内容を適切に記録するなどの仕組みを整
備していなかったこと

3 当局が講じた改善の処置
本院の指摘に基づき、国土交通省は、 6年 7月に、基本方針の改定及び標準仕様書の改正
を行うとともに、地方整備局等に対して通知を発して、次のような処置を講じた。
ア 大型艇が故障により運航不能になった場合には、休止に向けて速やかに受託者と協議を
開始し、合意後速やかに休止に移行することとし、 7年 4月以降に締結する運航委託契約
からこれを適用することとした。
イ 施設の確認の対象や頻度を定めた実施計画、確認結果の記録を作成するとともに、委託
後施設の確認結果を定期的に港湾管理者に共有することとした。
ウ 臨場の項目について事前に受託者と協議して、修理作業に係る契約の円滑な履行や品質
確保に寄与しない臨場は実施しないこととするとともに、臨場において乗組員が実施した
内容を定められた様式に適切に記録させ、監督職員に対して報告させることとし、 7年 4

月以降に締結する運航委託契約からこれを適用することとした。

（ 2） Xバンド雨量計の精度を検証するなどのために使用する測定器について、調達の際に
他の地方整備局等が管理している測定器の状況を踏まえて調達の必要性を検討するこ
とや、測定器を用いてXバンド雨量計の精度の向上を図るなどの精度向上業務に取
り組むことについて周知することなどにより、測定器の調達を適切に実施するととも
に、調達した測定器を有効に活用するよう改善させたもの

会 計 名 一般会計
部 局 等 国土交通本省、東北地方整備局
測定器の概要 実際の雨粒の形状等を直接計測して分析し、Xバンド雨量計による観

測データと比較することにより、Xバンド雨量計の精度を検証するな
どのために使用するもの

検査の対象とし
た測定器の台数
及び調達価格相
当額

18台 2億 1220万余円（平成 21年度～24年度）

調達しなくても
Xバンド雨量計
の精度の維持に
特段の支障はな
いのに調達さ
れ、使用されて
いなかった測定
器の台数及び調
達価格相当額

4台 2885万円

1 Xバンド雨量計及び測定器の概要等
国土交通省は、適切な河川管理、防災活動等に役立てることを目的として、平成 22年度
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から、電波を用いて雨粒の量、形状等を把握する XバンドMPレーダ雨量計（以下「Xバン
ド雨量計」という。）による雨量観測を実施している。そして、令和 5年度末現在、全国に 39

基の Xバンド雨量計を設置しており、これらの Xバンド雨量計による観測データ等に基づ
く雨量情報をウェブサイト上で公表している。
地方整備局等は、Xバンド雨量計を設置する際等に、必要に応じて雨滴粒径分布測定器

（以下「測定器」という。）を調達している。測定器は、実際の雨粒の形状等を直接計測して分
析し、Xバンド雨量計による観測データと比較することにより、Xバンド雨量計の精度を検
証するなどのために使用する機器である。測定器は可搬型の機器であることから、地方整備
局等の事務所等から搬出して任意の場所に設置することが可能であり、また、複数の Xバ
ンド雨量計の観測範囲が重なる場所に測定器を設置することにより、 1台で複数基の Xバ
ンド雨量計の精度を検証することが可能なものとなっている。
そして、測定器を用いて実施される業務としては、次のようなものがある。
① Xバンド雨量計による雨量観測に関する知見等が十分に蓄積されていなかった初期に設
置するなどした Xバンド雨量計について、設置する際や設置してからしばらくの間（最長
で 5年間）、雨滴定数

（注 1）
等の設定を行うために Xバンド雨量計の精度を検証するなどの業務

（以下「初期調整等」という。）
② 雨量観測を実施する過程で Xバンド雨量計の異常が検知され、測定器による精度の検
証が必要と認められた際に、Xバンド雨量計の精度を検証するなどの業務（以下「異常検知
対応」という。）
③ 近年、集中豪雨や局所的な大雨による水害、土砂災害等が増加していて、雨量観測の精
度の向上に取り組んでいくことの重要性が一層高まっていることなどから、設置されてい
る現場の状況等を踏まえて、Xバンド雨量計の精度の向上を図るために精度を検証するな
どの業務（以下「精度向上業務」という。）
（注 1） 雨滴定数 雨粒から反射して返ってくる電波の受信電力から雨量強度を算出するため

に用いる定数

2 検査の結果
（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

本院は、経済性、有効性等の観点から、測定器の調達は適切に実施されているか、調達さ
れた測定器は有効に活用されているかなどに着眼して検査した。
検査に当たっては、Xバンド雨量計を設置している 8地方整備局等

（注 2）
のうち、令和 6年能登

半島地震により大きな被害を受けた地域を管轄する北陸地方整備局及び測定器を調達してい
ない北海道開発局を除く 6地方整備局が調達した測定器計 18台（調達価格相当額

（注 3）
計 2億

1220万余円）を対象とした。そして、 6地方整備局において、契約台帳等を確認するととも
に、測定器の使用状況等を聴取するなどして会計実地検査を行った。また、国土交通本省に
おいて、地方整備局等に対する指導等の状況を聴取するなどして会計実地検査を行った。
（注 2） 8地方整備局等 東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、九州各地方整備局、北海道

開発局

（注 3） 測定器と同時に調達した雨粒測定装置（Xバンド雨量計の精度を検証するなどの際に測

定器とともに用いる装置）の調達価格相当額を含む。

第
3
章

第
1
節

第
9

国
土
交
通
省

― 411 ―



（検査の結果）

6地方整備局における Xバンド雨量計の基数及び測定器の台数、使用状況等についてみ
たところ、表のとおり、東北地方整備局を除く 5地方整備局は、 1台の測定器で複数基の X

バンド雨量計の精度を検証することが可能であることを考慮するなどして、Xバンド雨量計
の基数より少ない台数の測定器を調達していた。そして、 5地方整備局が調達した測定器
は、いずれも初期調整等に使用されるなどしていた。
一方、東北地方整備局は、測定器を用いずに初期調整を実施していたものの、異常検知対
応を実施する必要が生じた場合に備えて、Xバンド雨量計 1基につき測定器 1台を調達する
こととして、平成 23年度に 2台（調達価格相当額 1442万余円）、24年度に 4台（同 2885万
余円）の計 6台（同 4328万余円）を調達していた。しかし、結果として異常検知対応を実施す
る必要は生じず、調達した測定器計 6台を令和 5年度までの間、全く使用していなかった。
表 Xバンド雨量計の基数並びに測定器の台数及び使用状況 （単位：基、台）

地方整備局名 Xバンド雨量計の
基数 測定器の調達台数 測定器の使用状況

東北地方整備局 6 6 全く使用されていなかった。

関東地方整備局 5 1 いずれの測定器も初期調整等に使
用されるなどしていた。

中部地方整備局 7 3

近畿地方整備局 4 3

中国地方整備局 4 2

九州地方整備局 7 3

計 33 18

そこで、東北地方整備局における測定器の調達の必要性について確認したところ、同局が
調達した測定器 6台のうち少なくとも平成 24年度に調達した 4台については、次のことか
ら、調達しなくても Xバンド雨量計の精度の維持に特段の支障はなかったと認められた。
① 異常検知対応は、異常が検知された Xバンド雨量計について精度の検証を行う業務で
あるため、必ずしも全ての Xバンド雨量計について同時に精度を検証する必要はないこ
と
② 仮に全ての Xバンド雨量計について同時に精度を検証する必要が生じた場合でも、複
数の Xバンド雨量計の観測範囲が重なる場所に測定器を設置することにより、基本的
に、測定器 2台で同局が設置している Xバンド雨量計全 6基の精度を検証することが可
能であったこと
③ 23年度に調達した測定器 2台のほかに測定器が必要となったとしても、他の地方整備
局の測定器を借り受けることなどができるよう調整する体制が国土交通省において整備さ
れていれば、これに基づいて他の地方整備局の測定器を使用することが可能であったこと
また、関東、近畿両地方整備局が調達した測定器は、初期調整等のほかに、降雨と降雪を
判別して観測することなどにより Xバンド雨量計等の精度の向上を図る精度向上業務にも
使用されていたが、東北地方整備局を含む 4地方整備局が調達した測定器は、精度向上業務
に使用されていなかった。
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このように、一部の地方整備局において、調達しなくても特段の支障はない測定器が調達

され、使用されていなかった事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

（発生原因）

このような事態が生じていたのは、国土交通省において、次のことなどによると認められ

た。

ア 地方整備局が測定器を調達する際に、調達の必要性についての検討が十分でなかったこ

と

イ 地方整備局等が他の地方整備局等の測定器を借り受けることなどができるよう調整する

体制を整備していなかったこと

ウ 地方整備局等に対して、測定器を用いて精度向上業務に取り組むよう周知していなかっ

たこと

3 当局が講じた改善の処置

本院の指摘に基づき、国土交通本省は、令和 6年 8月に地方整備局等に対して事務連絡を

発して、測定器の調達を適切に実施するとともに、調達した測定器を有効に活用するよう、

次のような処置を講じた。

ア 各地方整備局等が管理している測定器の状況を国土交通本省が適時に把握することと

し、地方整備局等が測定器を調達しようとする際には、事前に国土交通本省に相談すると

ともに、他の地方整備局等が管理している測定器の状況を国土交通本省に確認して、その

結果を踏まえて調達の必要性を検討するよう周知した。

イ 地方整備局等が他の地方整備局等の測定器を借り受けることなどができるよう調整する

体制を整備した。

ウ 地方整備局等に対して、測定器を用いて精度向上業務に取り組むよう周知した。

（ 3） 鳥類防除業務に係る予定価格の積算に当たり、現場責任者が兼務により実施する業務
の内容に応じた単価を適用することとするとともに、作業員の人件費等の算定には休
憩時間を除いた年間防除業務提供時間により算出した所要員数を用いることとするな
どして、予定価格の積算が適切に行われるよう改善させたもの

会計名及び科目 自動車安全特別会計（空港整備勘定）
（項）空港等維持運営費

部 局 等 国土交通本省、東京、大阪両航空局
契 約 名 東京国際空港有害鳥類防除業務請負等 10件
契 約 の 概 要 空港及びその周辺における航空機と鳥類の衝突を未然に防止するため

に、空港内のパトロールや防除機器による威嚇作業等を行うもの
上記の契約に係
る予定価格の積
算額

13億 0843万余円（令和 3年度～ 6年度）

低減できた積算
額

1億 2180万円（令和 3年度～ 6年度）
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